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令和４年度 地域密着型サービス事業者

及び居宅介護支援事業者に対する実地指

導の状況について 
 

 

 

    地域福祉課 

    介護保険課 
 

 

 
 

 

１．令和４年度実地指導事業所数（介護予防サービスを含む） 

サービス名 実地指導事業所数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １ 

地域密着型通所介護 ３ 

認知症対応型通所介護 ― 

小規模多機能型居宅介護 ４ 

認知症対応型共同生活介護 ５ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ― 

居宅介護支援 ３ 

 

  

資料１ 

大田市 
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２．令和４年度実地指導における主な指摘内容（文書及び講評時指摘事項） 
サービス 

種 別 
項 目 指 摘 内 容 

地域密着型 

サービス共通 

勤務体制の確保 他事業所及び他職種等と兼務している職員のそれぞれの勤

務時間の記録が不明確。 

内容及び手続の説明

及び同意 

（重要事項説明書） 

重要事項説明書の内容が適切でない。（利用料金の誤り、加

算の説明内容の不足・誤り等） 

地域密着型通

所介護 

内容及び手続の説明

及び同意 

（重要事項説明書） 

重要事項説明書に記載すべき事項が記載されていない。 

（運営規定の概要、提供するサービスの第三者評価の実施

状況） 

秘密保持等 利用者の家族の個人情報を用いる場合に、当該家族の同意

を得ていない。 

小規模多機能

型居宅介護 

居宅サービス計画の

作成 

サービス担当者会議の開催及び記録がない、利用者への説

明同意について記載がない、同意日がサービス開始前とな

っていない。 

小規模多機能型居宅

介護計画の作成 

小規模多機能型居宅介護計画について、利用者の署名及び

同意日の記載がない、同意日がサービス開始前となってい

ない、交付を行っていない。 

サービス提供体制強

化加算 

従業者ごとの研修計画が作成されていない。 

認知症対応型

共同生活介護 

入退去 認知症である者であることの確認が取れていない。 

指定認知症対応型共

同生活介護の取扱方

針 

(身体拘束等の禁止) 

身体拘束を行う場合の記録が確認できないものがあった。 

身体拘束等の適正化のための委員会及び研修の定期的な開

催がされていないものや、研修の内容について、記録の整

理や周知などが行われていない。 

認知症対応型共同生

活介護計画の作成 

認知症対応型共同生活介護計画の利用者の同意が遅いもの

や、確認できないものがあった。 

非常災害対策 消防計画の策定の更新及び避難訓練が実施されていない。 

サービス提供体制強

化加算 

前年度の職員の割合の確認が不十分。 

居宅介護支援 具体的取扱方針 

（居宅サービス計画

の同意） 

利用者又は家族から同意を得た日付の記入漏れがあった。 

勤務体制の確保等 介護支援専門員の資質向上のための研修の記録が確認でき

ない。 

掲示 重要事項説明書に記載すべき内容（「前 6 月間に作成され

た居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付け

られた居宅サービス計画の数が占める割合」及び「前６月

間に作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護ごと

の回数のうちに同一の居宅サービス事業所によって提供さ

れたものが占める割合」）が掲示内容から漏れている。 

特定事業所加算 資質向上のための個別具体的な研修計画が作成されていな

い。 

入院時情報連携加算 情報提供していないものを誤って算定請求している。 

退院・退所加算 病院又は診療所で行われたカンファレンスが加算要件を満

たしていないにもかかわらず加算を算定している。 
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３．事業所運営や加算等を算定する上で注意していただきたい事項 

■ 地域密着型サービス共通 

  提供するサービスの第三者評価の実施状況  

    平成３０年度より、利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明する文書（重要

事項説明書）に、「提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月

日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）」を記載し、説明しなければなりません。 

 

  サービス提供体制強化加算  

    加算の算定要件である職員の割合は、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を

用いて算出してください。この割合は、毎年３月に確認し、加算の取得・変更等を行う場合には、３月

１５日までに届出を提出してください（加算区分に変更がない場合は、届出は不要です）。 

 

 変更届  

    介護保険法施行規則に定められた届出事項に変更があった場合には、１０日以内に変更届出書を

提出してください。 

 

■ 小規模多機能型居宅介護 

  総合ケアマネジメント体制強化加算  

    加算の算定要件は次のとおりです。 

     ① 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、

看護職員、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行

っていること 

     ② 利用者の地域における多様な生活が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、

利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること 

加算を算定する場合には、事業所所在地以外の利用者の地域の行事等にも積極的に参加してく

ださい。 

 

■ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

  身体的拘束等の適正化（身体拘束廃止未実施減算）  

    平成３０年度より、身体的拘束等の適正化について運営基準の取扱方針に明確に盛り込まれまし

た。事業者（施設）は、身体的拘束の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

     ① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護従業者（介護職員）その他の従業者に周知徹底を図ること 

     ② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

     ③ 介護従業者（介護職員）その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的（年２回以上）に実施すること 

    上記①②③に加え、身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない利用を記録しなければ、身体拘束廃止未実施減算となります。 
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■ 居宅介護支援 

  ケアプランに位置づけられた訪問介護等と同一事業所割合の説明（運営基準減算）  

    令和３年度より、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して（重要事項の説明の際

に）、以下の項目について文書を交付して説明を行い、利用申込者から署名を得なければなりませ

ん。この項目を記載した文書とは、重要事項説明書等が考えられます。 

     ① 前６月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与

及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合 

     ② 前６月間に作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸

与及び地域密着型通所介護ごとの回数のうちに同一の居宅サービス事業所によって提供され

たものが占める割合 

    上記①②を記載した文書を交付して説明を行っていない場合には、運営基準減算となります。 

 

  複数事業所の紹介、事業者選定理由の説明（運営基準減算）  

    平成３０年度より、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して（重要事項の説明の際

に）、以下の項目について文書を交付して説明を行い、利用申込者から署名を得なければなりませ

ん。この項目を記載した文書とは、重要事項説明書等が考えられます。 

     ① 利用者は複数のサービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

     ② 居宅サービス計画原案に位置づけたサービス事業者等の選定理由の説明を求めることがで

きること 

    上記①②を記載した文書を交付して説明を行っていない場合には、運営基準減算となります。 

 

  退院・退所加算  

    退院・退所加算のうち、病院又は診療所からの情報収集の方法がカンファレンスの場合は、「診療

報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同

指導料２の注３の要件を満たすカンファレンス」が加算の算定の対象となります。 

    上記の要件を満たすカンファレンスは５ページのとおりです。 



－ 5 － 

 

診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号） ～抜粋～ 

B005 退院時共同指導料 2 400 点 

注 

 1 保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤

師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の

患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、

在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管

理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医

療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供し

た場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中 1 回に限り算定す

る。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院してい

る保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保

険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護

ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と 1 回以上、共同して行う場合は、当該入院

中 2 回に限り算定できる。 

 2 （略） 

 3 注 1 の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療

機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛

生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員(介護保険法第 7 条第 5 項に規

定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に

関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)第 3 条第 1 項又は児童福祉法に基づく指定障

害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 29 号)第 3 条

第 1 項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか 3 者以上と共同して

指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000 点を所定点数に加算する。 

 4．5 （略） 

   よって、本加算を算定する際のカンファレンスは、次の①～⑥の 6 主体のうち、「①から 1

者以上」「②～⑤から 2主体 2者以上」「⑥ 介護支援専門員」の合計 4主体 4者以上の参加が

必要となります。 

    ① 入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等 

    ② 在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等 

    ③ 保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士 

    ④ 保険薬局の保険薬剤師 

    ⑤ 訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士 

    ⑥ 介護支援専門員又は相談支援専門員 
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